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重 要 事 項 説 明 書 
美山居宅支援センター 

        様(ご家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援・指定介護予防支援について、

契約締結前にご理解いただきたい内容をご説明致します。わからない事等がある場合にはご質問下さい。 

  

１．法人事業者の概要 

事 業 者 名 社会福祉法人 阿部睦会 

法 人 所 在 地 横須賀市衣笠栄町４丁目１４番地 

法 人 代 表 者 阿部厚三 

法 人 設 立 昭和２３年１０月 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 名 美山居宅支援センター 

所 在 地 三浦市初声町下宮田１８４６番地 

事 業 者 指 定 番 号 神奈川県三浦市第 １４７２７０００１０ 号(1999.08.02指定) 

管 理 者 ・ 連 絡 先 松 崎 由 枝         電話０４６－８８９－０７８２ 

サ ー ビ ス 提 供 地 域 指定居宅介護支援：三浦市全域、横須賀市の一部(長井～林、須軽谷、北

下浦～浦賀) 

指定介護予防支援：三浦市全域 

 

３．事業所の職員体制等 

職 種 従事するｻｰﾋﾞｽ種類、業務 人  員 保有資格 

管 理 者 事業所の運営及び業務全般の管理、苦情

受付他 

1名（常勤・兼務） 主任介護支援専門員 

主任 

介護支援専門員 

介護支援専門員への助言、地域包括ケア

システムの構築実践等 

1名（常勤・兼務） 主任介護支援専門員 

介 護 支 援 専 門 員 居宅介護支援・介護予防支援業務等 1名(常勤・兼務) 

1名 (常勤) 

社会福祉士 

介護福祉士 

事 務 員 居宅介護支援業務に係る請求事務、通信 

連絡事務等 

1名 (常勤・兼務)  

 

４．営業時間 

区   分 平   日 土 曜・日 曜・祝祭日・年末年始(七曜表による変動あり) 

営 業 時 間 8:30～17:30 休 業 

 

⒌サービス利用料及び利用者負担 

(１)居宅介護支援・介護予防支援（以下、「居宅介護支援等」という。）については、利用者の負担は原

則的にありません。（別記あり） 

(２)介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交

通費（実費）の支払いが、別途必要となります。なお、自動車を使用した場合の交通費は１キロメ

ートル５０円となります。 

 

(別記)  

・令和６年度介護報酬改定により、介護予防支援費Ⅱ・居宅介護支援費の目安は、一ケ月につき、

要支援区分で 5,116 円、要介護状態区分１・２で 11,772 円、要介護状態区分３・４・５で 15,295
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円程度です。 

・新規に、あるいは退院後などに介護保険サービスを利用する時や要介護状態区分が 2 区分以上変

更された時には上記費用に加えて 3,252 円(その時 1 回のみ) の費用がかかります。 

・入院した時などは 2,710～2,168 円の費用がかかります。 

・これらの費用は介護保険制度から全額給付されるので原則自己負担はありませんが、保険料滞納

などがある利用者の場合は一旦全額負担を行っていただき、引き換えに指定居宅介護支援提供証明

書と領収書を発行します。後日、証明書等を保険者の担当窓口へ申請（提出）すると全額が還付（返

金）されます。 

・特定事業者加算の請求はありません。 

 

６．窓口相談・苦情受付 

 ○サービスに関する相談や苦情や事故については、次の窓口で対応致します。 

美山居宅支援センター 電話番号 ：０４６－８８９－０７８２ 

ＦＡＸ番号：０４６－８８７－１２３９ 

受付担当者：松崎 由枝 

対応時間 ；０８：３０～１７：３０ 

美山ホーム苦情処理委員会 電話番号 ：０４６－８８８－３０４８ 

ＦＡＸ番号：０４６－８８８－３２２８ 

受付担当者：藤平 一子 

対応時間 ；０８：３０～１７：３０ 

三浦市保健福祉部高齢介護課介護保険グ

ループ 

 

 

地域包括支援センターバトン 

 

 

 

横須賀市民生局福祉こども部介護保険課 

給付係 

 

所 在 地：三浦市城山町１－１ 

電話番号 ：０４６－８８２－１１１１ 

対応時間 ：０８：３０～１７：１５(平日のみ) 

 

所 在 地：三浦市南下浦町菊名１２５８－３ 

電話番号 ：０４６－８８７－０１３４ 

対応時間 ：０８：３０～１７：１５(平日のみ) 

 

電話番号 ：０４６－８２２－８２５３ 

所 在 地：横須賀市小川町１１ 

対応時間 ：０８：３０～１７：１５(平日のみ) 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

（介護保険課介護苦情相談係） 

 

 

神奈川県社会福祉協議会「かながわ福祉

サービス運営適正化委員会」 

 

電話番号 ：０４５－３２９－３４４７ 

所 在 地：横浜市西区楠町２７－１ 

対応時間 ：０８：３０～１７：１５(平日のみ) 

 

所 在 地：横浜市神奈川区反町３丁目 17-２ 

電話番豪 ：０４５－３１１－８８６１ 

対応時間 ：０９：００～１７：００(平日のみ) 

 

７．居宅介護支援等の運営方針等の内容説明 
(１)居宅介護支援等の運営方針 

・美山居宅支援センターでは、要支援又は要介護状態と認定された利用者に対して、要介護状態の軽減

もしくは悪化の防止、又は、要介護状態の予防に資するように行います。 

・上記の際、医療・保健サービス・地域包括支援センターなどとの連携に十分配慮して行います。 

・美山居宅支援センターでは、提供する指定居宅介護支援等の質の評価を自ら行い、常にその改善を図

ります。 
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(２)居宅介護支援等の業務方針 

・利用者が可能な限り、自宅において、自立した生活を営むことができるよう自立支援に配慮した居宅介

護支援等の提供に努めます。 

・居宅介護支援等にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者・家族の選

択に基づき、適切な保健・医療・福祉などのサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供され

るよう努力致します。 

・居宅介護支援等にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の主体的な参加を重要視します。 

・居宅介護支援等にあたっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防

に資するよう行うとともに、医療や保健の各サービスとの連携に十分配慮致します。 

・居宅（介護予防）サービス計画（以下、「ケアプラン」という。）の作成後においても、利用者やその家

族、事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、

利用者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて専門的援助者の観点に立って、ケアプランの変

更、事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行います。 

・介護保険法により、業務管理体制の整備として当法人で法令遵守責任者を選任し、法令遵守致します。 

・生活保護等の公費受給者に対して積極的に福祉事務所など関連機関と連携します。 

・事業体制・運営管理・業務分担については、管理者不在時、担当者不在時において介護支援専門員・事

務員相互に介護支援業務を分担し、協力体制を維持し、情報交換と共有を行って運営・業務遂行するも

のとする。 

 

(３)居宅介護支援等の基本理念 

  ・優しい心と微笑み 

  ・豊かな感性の錬磨 

  ・明朗で規律正しい業務遂行 

 

(４)居宅介護支援等業務の内容 

・厚生労働省老健局発出の介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目に準拠した美山居宅支援セン

ターアセスメントツールを使用し、課題分析を行い、居宅サービス計画の作成並びに管理、市町村への

居宅介護サービス作成依頼届代行提出。 

・介護予防ケアマネジメント(介護予防サービス支援計画書作成)など。     

・主治医、サービス提供事業者との連絡調整。 

・地域支援事業や介護予防サービスなどの利用についての相談、地域包括支援センターとの連携。 

・特養老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・地域密着サービス等への入居・入院・利用の相

談。 

・要介護認定等の更新申請書他を提出するに困難な場合は依頼に基づいて代行。 

・在宅・施設の各サービス提供状況及び利用状況の把握と報告。 

・要介護認定調査。（市町村からの委託業務） 

・福祉用具の購入やレンタルについての相談。（理由書の作成） 

・住宅改修についての相談。（理由書の作成） 

・苦情対応や事故の受付と関係調整、市町村への通知。 

・利用者に関する市町村への通知・通報。（介護増悪と不正受給、虐待など） 

・介護給付費の請求業務。 

・権利擁護への取り組み。（成年後見制度の活用、市町村や司法書士、弁護士への相談・紹介など） 

・サービス利用単位数の給付管理業務。 

・地域症例を共に考える地域ケア会議や退院時に行われるケア会議への出席など 

 

(５)キャンセル等 

・利用者がこの居宅介護支援に係る訪問調査・ケアプランの作成等のサービス提供をキャンセルし、又は
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中断する場合は、事前に前記の介護支援専門員までご連絡ください。 

・ 居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等について利用者が行った依頼等を取り消す場合も、

速やかに上記の連絡先までご連絡ください。 

・ 利用者は１週間以上の予告期間があれば、契約全体を解約することができます。           

（契約書第６条） 

・キャンセル又は契約の解約の場合にも、キャンセル料等はありません。 

 

(６)居宅介護支援等を提供するにあたって 

 〇身体的拘束等について 

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)～(3)

の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘

束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、

経過観察並びに検討内容についての記録し、５年間保存します。また事業者として、身体的拘束等をな

くしていくための取り組みを積極的に行います。できる限り、身体拘束を実施しないケアプラン作成に

尽力します。 

（1） 切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が

及ぶことが考えられる場合。 

（2） 非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに

身体的拘束等を解く場合。 

 〇当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物

に居住する利用者又は当事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20人以上居住する建物に

居住する利用者にサービス提供を行った場合は、所定単位数の 95/100となります。 

 〇居宅介護支援等の質の向上 

  介護支援専門員としてのニーズに基づいた人権研修や社会教養研修を始めとした法人内研修や外部研 

修へ積極的に参加をし、サービスの質を確保・向上するように努めます。 

 〇身分証携行義務  

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を 求められ

た時は、いつでも身分証を提示します。 

 〇虐待の防止及び身体拘束等に適正化に関する事項  

当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等防止等をより推進する観点から、次の各号に掲げる 措置を

講じるものとします。 

①虐待を防止、又身体拘束等の適正化するための従業者に対する研修を実施します。 

②利用者及び家族からの虐待防止、又、身体拘束等の適正化するための体制、指針の整備を促進します。 

③その他虐待防止（身体拘束等を含む）のために委員会の開催等を定期的に行います。  
④当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる 利用

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。  
虐待通報窓口：❶三浦市保健福祉部高齢介護課高齢者支援グループ   046-882-1111 

       ❷地域包括支援センターバトン            046-887-0856 

❸虐待対応ダイヤル                 189 

虐待防止及び身体拘束等の適正化に関する担当者    管理者：松崎由枝 

                          施設長：濱岡 武（虐待防止員会委員長） 

 〇衛生管理について  

① 感染症が発生し、まん延しないように検討する委員会を設け、感染症の予防及びまん延防止のため

に 指針を整備し、事業所職員に対して感染症の予防及びまん延に対しての研修及び訓練を定期的

に実施します。 



 5 

② 感染症のまん延や大規模自然災害が発生した場合で、利用者に対する居宅介護支援等の提供を継続

的に実施するために業務継続に向けた計画の策定、研修(机上)を年一回以上、訓練（シミュレーシ

ョン）を年に 2 回以上実施します。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行います。 
 〇居宅介護支援等の情報開示 

   サービスの自己評価結果を積極的に開示し、利用者やその家族からの声をサービス向上のために活用

致します。 

 〇居宅介護支援等の提供困難の対応 

   他の居宅介護支援事業者等に関する情報を提供致します。 

〇個人情報の保護 

   正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者（家族）の個人情報や秘密を保持する義務を退職後も

含めて負います。(別紙添付) 

 〇事故発生時の対応 

① 利用者に対する居宅介護支援等の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

② 事故の状況及び事故に際して採った措置について記録を行います。その記録の保管期間は５年とし

ます。 

③ 事故記録簿を整備し、事故発生時には原因を究明し、再発予防策を検討する委員会を設置しており

ます。 

④ 市町村が定める事故報告書を用意し、市町村への報告を速やかに行ないます。 

⑤ 居宅介護支援等を提供する上で、「居宅支援サービス契約書」の条項に違反し、利用者の居宅サー

ビス利用に著しく支障を生じさせ、損害を与えた場合にはその損害を速やかに賠償する義務を負い

ます。 

 〇サービス提供に関する相談、苦情・ハラスメント(パワー、セクシャル、マタニティ等)について、 当

事業所は、利用者からの相談及び苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または、居

宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の相談及び苦情・ハラスメントに対し、

相談体制を整備し、迅速に対応します。 

 

(７)居宅介護支援等に係る事業所の義務・利用者自身によるサービスの選択と同意に就いて 

・居宅介護支援等の提供開始時に、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づいて作成する

ものであり、利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏

することがないよう、公正中立に行います。複数の事業所の紹介を求める事が可能であることやケア

プランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明します。また、サービス提供開始時に

は次の２点を利用者に説明し、理解したことについてあらかじめ文書を交付し、署名を得ることとし

ます。 

1. 直近６ケ月間に作成したケアプランにおける訪問介護等の各サービスの利用割合。 

2. 直近６ケ月間に作成したケアプランにおける訪問介護等の各サービスの同一事業所による提供割

合。 

  ・居宅介護支援等の提供開始時に、利用者またはその家族に対し、利用者が病院などへ入院した場合は

担当ケアマネジャーの氏名等をその病院などへ伝えるよう依頼します。 

・サービス提供事業所から利用者に関して、口腔に関する問題、薬剤や内服状況などその他利用者の心

身または生活の状況に係る情報のうち介護支援専門員が必要と認める情報などを、利用者や家族の同

意を得て、主治の医師、歯科医師、薬剤師などへ情報提供を行います。 

・利用者が訪問看護や通所リハビリテーションなど医療サービスの利用を希望している場合やその他必

要な場合において利用者の同意を得て介護支援専門員が主治の医師や歯科医師などへその必要性な

どについて意見を求めますが、この場合介護支援専門員は聴取した意見などをケアプランとして作成

した際には当該計画書を主治の医師などへ交付します。 
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・居宅訪問[モニタリング]頻度は月１回程度訪問し、利用者の状態やサービス変更の必要性の把握と支

援を実施します。 

・末期がんと診断された場合であって、日常生活上の障害が 1ケ月以内に出現すると主治の医師などが

判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師などの助言を得ながら通常よりも

頻回に居宅訪問[モニタリング]をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性の把握と支

援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付

けた居宅支援サービス事業者へ情報提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整な

どを行います。 

  

 

（８）利用料金について 

保険料滞納など保険者へ支払方法の変更を申し出た利用者の場合は全額負担いただきます。その際に

は引き換えに指定居宅介護支援提供証明書と領収書を発行します。 

 

（９）緊急時の連絡先について、０８０－６８９４－６０３９へ連絡ができます。 

非常災害時の連絡先について、０４６－８８７－１２３９へ連絡ができます。 

 

平成１３年 ４月 １日  作成 

   平成１４年 １月 1日  改正 

   平成１４年 ４月 １日  改正 

   平成１７年 ６月 １日  改正 

平成１８年 ８月 １日  改正 

平成１９年 ４月 １日  改正 

平成１９年 ８月 １日  改正 

平成２０年 ８月 １日  改正 

平成２１年１２月 １日  改正 

平成２１年１２月１５日  改正 

 平成２３年１１月 １日  改正 

 平成２４年１０月 ３日  改正 

   平成２６年 ５月 ８日  改正 

平成 27年 ４月 １日  改正 

平成 28年 ２月 １日  改正(国保連合会苦情相談窓口ｆａｘ番号削除) 

平成 28年 ５月１０日  改正 

平成 29年 ４月 １日  改正（「※但し、休業日のお問い合わせ、ご相談につきましては美山在宅介護支援センターが応じます。」 

を削除） 

平成 30年 ４月 １日  改正(平成 30年度介護保険制度改正・介護報酬改定に準拠) 

平成 30年 ６月２０日  改正（法人理事長名変更；理事長変更交代による） 

平成 31年 ４月 １日  改正(美山ホーム苦情処理委員会苦情受付担当名変更；担当者変更交代による) 

令和 1年  5月 １日  改正(年号改正・事業所の義務の一部を変更) 

令和 1年 10月 １日  改正(令和元年度介護報酬改定により変更) 

令和 3年 3月 １日  改正(美山ホーム苦情処理委員会苦情受付担当名変更；担当者変更交代による) 

 令和 ３年  ４月 １日  改正(令和３年度介護報酬改定により変更) 

令和 ３年 １２月 １日  改正(介護支援専門員増幅配置により変更) 

令和４年 1 月 20 日 改正（介護サービス公表制度における調査による改定） 

令和４年 ４月１日  改正（人員配置変更による改定） 

令和４年 ８ １日  改正（苦情受付担当者変更による改定） 

  令和４年 11 月１日  改正(神奈川国保連の苦情相談ナビダイヤルの廃止に伴い、苦情専用 ：０５７０－０２２１１０を削除) 
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令和４年 12 月１日 改正(事務員配置変更に伴う保有資格削除) 

 令和５年３月１７日 改正(サービス提供開始に際する説明等について) 

令和５年４月 １日 改正(統合リスク管理委員会苦情受付責任者) 

令和６年４月 １日 改正(令和６年度介護報酬改定により変更) 

          改正(統合リスク管理委員会を苦情処理委員会へ名称変更) 

令和７年４月 １日 改正（窓口相談・苦情受付 横須賀市民生局福祉こども部介護保険課へ名称変更） 

令和７年４月 １日  改正（三浦市地域包括支援センター増設により苦情相談窓口に加筆) 

令和８年４月 １日  改正（介護予防支援受諾再開：介護予防支援費Ⅱ届出 ) 
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【重要事項など説明・同意・交付・保管の確認】 

 

私は、サービス利用・契約にあたり、本書面に基づき、居宅介護支援事業の重要事項について

説明を行い、同意された重要事項説明書他の交付を行いました。これを証するため、本書 1 通を

保管いたします。 

令和   年   月   日                          

事業者   美山居宅支援センター 

 

説明・交付を行ない、保管を行う介護支援専門員                                 

 

私は、サービス利用・契約にあたり、本書面に基づき、居宅介護(介護予防)支援事業の

重要事項について上記の者より説明を受け、居宅介護 (介護予防)サービスの内容に同

意いたしました。 

なお、表記の重要事項説明書他の交付を受け、同意し、受領しました。 

これを証するため本書 1 通を保管いたします。 

 

                  令和   年   月   日 

                  氏名                     

 

              続柄； 本人 ・家族(   )・その他(   )   

 

 

 

 

 


